
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

【請求項２】
請求項１に記載のシートベルト装置において、
前記乗員移動検知手段は、車両の特定部位における乗員からの荷重変化に基づいて、乗員
の前のめり状態を検知するセンサである、ことを特徴とするシートベルト装置。
【請求項３】
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車両周辺の障害物を検出する障害物検出手段と、
　該障害物検出手段からの検出信号に基づいて車両が前記障害物に衝突する可能性を予知
する衝突予知手段と、
　シートベルトを巻き取るようにプリテンショナ装置の駆動を制御するプリテンショナ制
御手段と、
　車両内で乗員が前のめりとなっていることを検知する乗員移動検知手段と、
　車両が急速に前傾となったことを検知する車両姿勢検知手段と、
　車両の急制動状態を検知する急制動検知手段と、
　前記乗員移動検知手段が乗員の前のめり姿勢を検知し、且つ、前記車両姿勢検知手段が
車両の急速な前傾を検知したときに、車両の急制動状態を検知する急制動検知手段と、
　前記プリテンショナ制御手段は、前記急制動検知手段による車両の急制動の検知があっ
たときに、シートベルトを巻き取るように前記プリテンショナ装置を制御する、ことを特
徴とするシートベルト装置。



請求項１に記載のシートベルト装置において、
前記車両姿勢検知手段は、少なくともブレーキペダル踏力に基づいて、車両が急速に前傾
となったことを検知するセンサである、ことを特徴とするシートベルト装置。
【請求項４】

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はシートベルトを自動的に巻き取る、いわゆるプリテンショナ機能付のシートベル
ト装置に関する。特に、車両の衝突が予知された直後で、衝突前に予備的にシートベルト
を巻き取り乗員保護をより確実に図るようにしたシートベルト装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
車両が衝突するときに乗員を確実に保護するという観点から、シートベルトを自動的に巻
き取るようにしたプリテンショナ付のシートベルト装置については多くの提案がなされて
いる。このプリテンショナ機構としては、車両が衝突したことを検知すると火薬やバネを
用いてシートベルトを強い張力で一気に巻き取るようにしたものが従来一般的であった。
【０００３】
そして、最近にあっては、衝突を予測したときに予備的にシートベルトを巻き取るように
して、衝突に備えるようにしたプリテンショナ装置についての提案も複数ある。このよう
に予備的に作動されるプリテンションナ装置は例えばモータ等を駆動して所定の張力でシ
ートベルトを巻き取るようになっている。このように衝突予知後、衝突前にシートベルト
を予備的に巻き取るシートベルト装置は、衝突予知後に衝突が回避できた場合にはモータ
等の駆動を停止すれば通常状態に復帰する。よって、火薬式等の不可逆式のプリテンショ
ナ装置とは異なり、可逆式であり扱い易いという長所がある。
【０００４】
上記のように、衝突が予知されたときに、予備的にシートベルトを巻き取るプリテンショ
ナ付シートベルト装置に関しては、例えば特開２０００－２４７００８号公報に開示され
た技術がある。ここで開示するシートベルト装置では、衝突が予知された場合に車両に加
わる加速度に応じてシートベルトの巻き取り力（張力）を調整しつつプリテンショナ装置
を作動させている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、前記シートベルト装置では車両内の乗員の状態に拘わらず、衝突予知があ
った際には一定の張力でシートベルトを巻き取ってしまう。
【０００６】
前述したように、衝突予知の段階では車両が衝突する確率は高いものの、運転者による車
両操作により衝突が回避できる余地も残されている。このようなときにシートベルトで強
めに運転者を拘束してしまうとブレーキ操作や操舵操作に影響を与えてしまう。そのため
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請求項１に記載のシートベルト装置において、
　前記乗員移動検知手段は、車両の特定部位における乗員からの荷重変化に基づいて、乗
員の前のめり状態を検知するセンサであり、２箇所以上の特定部位に対して設けられ、そ
れぞれ独立して検知を行うものであり、
　前記車両姿勢検知手段は、ブレーキペダル踏力に基づいて、車両が急速に前傾となった
ことを検知するセンサと、サスペンションの上下加速度に基づいて、車両が急速に前傾と
なったことを検知するセンサと、車両前後での車高変化に基づいて、車両が急速に前傾と
なったことを検知するセンサとを含み、
　前記急制動検知手段は、前記複数ある乗員移動検知手段の少なくとも何れか１つが乗員
の前のめり姿勢を検知し、且つ、前記複数ある車両姿勢検知手段の全てが車両の急速な前
傾を検知したときに、車両の急制動状態を検知する、ことを特徴とするシートベルト装置
。



に、衝突予知後に回避できたはずの衝突が回避できなくなるという事態の発生も想定され
る。また、その他の乗員が過剰な拘束に不快を感じる場合もある。
【０００７】
したがって、本発明の目的は、衝突が予知された段階で実際に衝突が発生する可能性に応
じてシートベルトの張力を調整して、衝突前での乗員保護をより確実に図るようにしたプ
リテンショナ付のシートベルト装置を提供することである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
上記目的は請求項１に記載の如く、

により達成される。
【００２１】

記乗員移動検知手段は、車両の特定部位における乗員からの荷重変化に基づいて、乗
員の前のめり状態を検知する種々のセンサを採用することができる。
【００２２】

記車両姿勢検知手段は、少なくともブレーキペダル踏力に基づいて、車両が急速に前
傾となったことを検知するセンサを用いることが望ましい。
【００２３】

乗員及び車両の状態を参照して確実に車両が急制動状態となっていること
を検知できる。
【００２４】
【発明の実施の形態】
以下、図面に基づいて本発明に係る実施例を説明する。
【００２５】
図１は、実施例のシートベルト装置の概要構成を示したブロック図である。
【００２６】
本実施例のシートベルト装置１は、障害物検出手段１０により車両と衝突する虞のある障
害物を検出する。障害物検出手段１０の検出信号は制御部２０に供給されるようになって
いる。
【００２７】
この制御部２０には、上記障害物検出手段１０からの検出信号を受けて衝突の予知を行う
衝突予知手段２１が含まれる共に、後述するプリテンショナ装置４０の駆動を制御し、プ
リテンショナ装置４０によるシートベルト張力を切替えるプリテンショナ制御手段２が含
まれている。
【００２８】
また、本シートベルト装置１は、車両が急制動状態となっている場合に、これを検知する
急制動検知部３０も備えている。この急制動検知部３０は、少なくとも車両内の乗員が前
のめりとなっていることを検知する乗員移動手段３１と車両が前傾状態となっていること
を検知する車両姿勢検知手段３２とを用いて、乗員及び車両の姿勢から急制動状態を検知
する。
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車両周辺の障害物を検出する障害物検出手段と、
　該障害物検出手段からの検出信号に基づいて車両が前記障害物に衝突する可能性を予知
する衝突予知手段と、
　シートベルトを巻き取るようにプリテンショナ装置の駆動を制御するプリテンショナ制
御手段と、
　車両内で乗員が前のめりとなっていることを検知する乗員移動検知手段と、
　車両が急速に前傾となったことを検知する車両姿勢検知手段と、
　車両の急制動状態を検知する急制動検知手段と、
　前記乗員移動検知手段が乗員の前のめり姿勢を検知し、且つ、前記車両姿勢検知手段が
車両の急速な前傾を検知したときに、車両の急制動状態を検知する急制動検知手段と、
　前記プリテンショナ制御手段は、前記急制動検知手段による車両の急制動の検知があっ
たときに、シートベルトを巻き取るように前記プリテンショナ装置を制御する、ことを特
徴とするシートベルト装置

　前

　前

　これにより、



【００２９】
上記障害物検知手段１０としては、車両周辺に存在し車両が前進した際に衝突する虞のあ
る障害物を検出できる種々のセンサを広く採用することができるが、ミリ波センサを用い
ることが望ましい。ミリ波センサを用いることにより、障害物と自車との相対距離や相対
速度を検出することができる。ミリ波センサを車両前方のバンパ等に埋設すれば前方の障
害物を検出できるようになる。ミリ波センサは、１つに限らず複数を配設してもよい。複
数のミリ波センサを配設する場合には、検出範囲が異なるミリ波センサを併設すると衝突
予知を多段階に行い精度を向上させることができる。例えば比較的先の障害物を検出する
ミリ波センサと、至近距離にある障害物を検出するミリ波センサとを併設して用いること
ができる。
【００３０】
また、上記衝突予知手段２１は障害物検知手段１０からの検出信号に基づいて衝突の予知
を行うのであるが、その際に車両が実際に障害物に衝突する確率からレベルの異なる衝突
予知を行うようになっている。すなわち、衝突予知手段２１が実行する衝突予知には、車
両が障害物に衝突する可能性が高いがその後の車両操作で回避できる場合があると予知し
た場合には衝突予知レベルＬｏｗ（ロー）と、また車両が障害物に必ず衝突すると予知し
た場合には衝突予知レベルＨｉ（ハイ）とする。
【００３１】
例えば、前述した場合のように障害物検出手段１０として検出範囲の異なるミリ波センサ
を採用した場合には、衝突予知手段２１は比較的検出距離の長いミリ波センサのみで障害
物を検出しているときには衝突予知レベルＬｏｗ、至近距離用のミリ波センサにより障害
物を検出しているときには衝突予知レベルＨｉとの衝突予知を行うことができる。より詳
細には、衝突予知手段２１はミリ波センサからの出力から障害物との相対距離及び相対速
度を知り、自車の速度（車速）も参照して衝突予知レベルＬｏｗ或いは衝突予知レベルＨ
ｉとの衝突予知を行う。
【００３２】
また、障害物検出手段１０として１つ或いは１種類のミリ波センサを用いてもよい。この
場合には、障害物を車両に衝突させる試験やシミュレーション等を行って予め衝突データ
を取得し、これを衝突予知用データに加工してＲＯＭ等に格納しておく。そして、ミリ波
センサからの実際のミリ波データとこの衝突予知用データを比較することにより、衝突予
知手段２１が上記衝突予知レベルＬｏｗ或いは衝突予知レベルＨｉの衝突予知を行うよう
にしてもよい。
【００３３】
そして、上記プリテンショナ制御手段２２は、衝突予知手段２１による上記衝突予知レベ
ルＬｏｗ或いは衝突予知レベルＨｉとの衝突予知信号を受けると、これに基づいてプリテ
ンショナ装置４０の駆動制御を実行する。なお、本シートベルト装置１では、このプリテ
ンショナ制御手段２２及び上記衝突予知手段２１は電子制御ユニット（ＥＣＵ）により実
現される。
【００３４】
また、上記プリテンショナ装置４０は、一般的構成を有するシートベルト装置に付加され
たもので、モータ等の駆動源を用いてシートベルトを巻き取るように構成されている。こ
のプリテンショナ装置４０の基本構成は公知の技術を採用できるが、本実施例のプリテン
ショナ装置４０は特に多段階に張力を変更できるような構成となっている。そのために、
例えばプリテンショナ制御手段２２がモータに供給する電圧を調整して、プリテンショナ
装置４０によるシートベルト張力としてシートベルトの弛みを取る程度の第１の張力（弱
）と、乗員の身体を拘束できる程度の第２の張力（強）とを設定できるようになっている
。
【００３５】
すなわち、プリテンショナ制御手段２２は、衝突予知手段２１による上記衝突予知レベル
Ｌｏｗであったときには第１の張力を、衝突予知手段２１による上記衝突予知レベルＨｉ
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であったときには第２の張力を発生させるようにプリテンショナ装置４０の駆動を制御す
る。
【００３６】
上記のように本実施例のシートベルト装置１は障害物検出手段１０による信号に基づいて
衝突確率の異なる予知レベルに応じてプリテンショナ装置４０の張力が変更される。予知
レベルがＬｏｗであり、衝突回避の可能性があるときには緩みを取る程度の弱い張力でシ
ートベルトが巻き取とられる。そのために、運転者が衝突回避のためのブレーキ操作やハ
ンドル操作を円滑に行える。よって、衝突予知後に乗員の保護を図りながら、対処可能な
衝突回避措置を実行できる。
【００３７】
前述した説明から明らかなように、本実施例のシートベルト装置１によると、前記障害物
検出手段１０及び制御部２０により、衝突予知後により望ましい状態でプリテンショナ装
置４０を駆動できるので乗員保護を図ることができる。
【００３８】
そして、本実施例のシートベルト装置１では、より好ましい構成として急制動検知部３０
がさらに設けられている。車両が障害物に衝突するときには、運転者が制動操作を行い車
両が急制動状態となることに着目し、この車両急制動状態の場合もシートベルト張力の設
定の対象としている。すなわち、本シートベルト装置１では、車両が急制動状態にあると
きには車両が衝突する可能性があるものと推測し、急制動状態を検知した場合もプリテン
ショナ装置の張力を変更する基準の１つとしている。
【００３９】
急制動検知部３０は、車両の急制動を検知するため車両内の乗員の移動を検知する乗員移
動検知手段３１と車両姿勢検知手段３２とで構成されている。この乗員移動検知手段３１
としては車両内で乗員が前のめりとなっていることを検知する従来の種々のセンサを用い
ることができる。また、車両姿勢検知手段３２についても車両が急速に前傾となったこと
を検知できる種々のセンサを用いることができる。これらセンサの具体例は後に示す。
【００４０】
図１で示すように、上記乗員移動検知手段３１及び車両姿勢検知手段３２の検知信号に基
づいた急制動検知部３０からの急制動検知信号は、前述した衝突予知手段２１からの衝突
予知信号（Ｌｏｗ又はＨｉ）と同様に、プリテンショナ制御手段２２に供給されてプリテ
ンショナ装置４０の駆動制御に用いられる。
【００４１】
ただし、この急制動検知信号は前述した第１の張力（弱）でシートベルトを巻き取る場合
のオア条件として採用されている。その理由としては、乗員が障害物を発見して急ブレー
キ等を踏む状態は、前述した比較的距離の長いミリ波センサで障害物を検出する場合に略
相当するレベルだからである。また、至近距離用のミリ波センサで検知されるまで障害物
が車両に接近したということは運転者がわき見運転、居眠り運転等をして障害物を見落と
した場合が想定される。よって、第２の張力（強）を設定する基準は、至近範囲の障害物
を検出するミリ波センサの信号の基づくようにしている。
【００４２】
その一方で、障害物が車両前方である程度遠い所に存在しているとき、道路状況によって
はミリ波センサで検出することが困難であるが、運転者の視覚では確認できるという場合
も想定される。このような場合には、本実施例のように急制動検知部３０をさらに付加し
ておくと車両の急制動状態から衝突推測ができプリテンショナ装置を駆動できるので効果
的である。
【００４３】
図２は前記シートベルト装置１に採用できる回路構成例を示した図である。この図２では
、障害物検出手段１０としてミリ波センサを用いると共に、急制動検知部３０を成す乗員
移動検知手段３１及び車両姿勢検知手段３２についても具体例を複数示している。また、
図１の制御部２０はシートベルト装置の全体を制御するＥＣＵにより実現される。図２で
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ミリ波センサ（障害物検出手段）１０、急制動検知部３０及びプリテンショナ装置４０以
外が、このＥＣＵに含まれる部分となる。
【００４４】
図２で、乗員移動検知手段３１として車両内の乗員の移動を検知する複数のセンサが配設
されている。これらのセンサは乗員の荷重変化に基づいて、乗員の前のめり状態を検知す
るものである。図２で示すように、例えばシート下に配設した圧力センサによりシート前
部への荷重変化が検知され、乗員の足下に配設した圧力センサにより車両前方への荷重変
化が検知され、ハンドルに設けた圧力センサにより車両前方への荷重変化が検知される。
これらの乗員に関する検知信号はオア回路５１を介してアンド回路５２に供給される。
【００４５】
また、車両姿勢検知手段３２として車両が急速に前傾となったことを検知する複数のセン
サが配設されている。これらのセンサとしては図２で示すように、例えばブレーキペダル
の踏力を検知する圧力センサにより踏み力の強さが検知され、サスペンションの上下方向
の減速度を検知するＧセンサにより車両の上下方向の動きが検知され、車両の前後での車
高の変化をみるセンサにより前傾状態が検知される。なお、ブレーキペダルの踏力はブレ
ーキアシスト（ＢＡ）の作動信号を参照することでも検知できる。
【００４６】
上記車両に関する検知信号は、乗員に関する検知信号とは異なり、直接的に上記アンド回
路５２に供給される。乗員に関する検知信号はいずれかのセンサによい乗員が前のめりと
なっていることが検知できれば一応、制動状態にあると推定できる。しかし、車両に関す
る検知信号については、車両が坂道を通過する場合や、車体が大きく上下動する悪路を通
過する場合もあるので、１つのセンサによる検知では車両が急制動したと確定するのは難
しい。そこで、車両については全てのセンサがオン状態のときに車両が急速に前傾したと
の判断を行うこととしている。なお、ブレーキペダルの踏力が車両の急制動状態を最もよ
く反映するので、車両に関する検知を１つとするときには車両姿勢検知手段３２としてブ
レーキペダルの踏力を検知するセンサを用いることが好ましい。
【００４７】
よって、前記アンド回路５２では、乗員移動を検知するセンサのいずれかがオンとなり、
車両の前傾を検知する全てのセンサがオンとなったときに、ＥＣＵは車両が急制動状態に
あるとの判定を実行することなる。そして、前述したように、この急制動検知信号はオア
回路５３に供され、プリテンショナ装置に第１の張力（弱）でシートベルトを巻き取らせ
る１つの基準となる。
【００４８】
また、ミリ波センサ１０は検出した障害物の位置に応じた検出信号を送出する。ＥＣＵは
、この検出信号に基づいて衝突予知レベルＬｏｗ又は衝突予知レベルＨｉの判定を行う。
衝突予知レベルＬｏｗの予知信号は上記オア回路５３に供給される。よって、少なくとも
急制動検知或いは衝突予知レベルＬｏｗの予知があったときには、プリテンショナ制御手
段として機能するＥＣＵがプリテンショナ装置４０に第１の張力（弱）でシートベルトを
巻き取らせる制御を行う。
【００４９】
一方、衝突予知レベルＨｉの予知をした場合は、ＥＣＵがプリテンショナ装置４０に第２
の張力（強）でシートベルトを巻き取らせる制御を行う。なお、ＥＣＵは、衝突予知レベ
ルＨｉの予知をしたときに、急制動の検知があった場合には、衝突予知レベルＨｉの予知
を優先して第２の張力（強）でシートベルトを巻き取らせる制御を行う。
【００５０】
さらに、本実施例のシートベルト装置１において、衝突予知手段及びプリテンショナ制御
手段として機能するＥＣＵが実行する衝突予知以後の処理例を以下に示す。図３は、ＥＣ
Ｕが実行するルーチンの一例を示したフローチャートである。
【００５１】
図３において、ＥＣＵは、ミリ波センサ１０により周期的に検出される、ミリ波データを
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処理して（Ｓ１００）、車両衝突の可能性がある、否かを監視している（Ｓ１０２）。こ
のステップ１０２で、衝突予知をしない場合はさらに車両が急制動状態となっていないか
が確認される（Ｓ１０４）。このステップ１０４では、車両の急制動が検知されていた場
合には第１の張力（弱）をプリテンショナ装置に設定し（Ｓ１１０）、プリテンショナ装
置を駆動して本ルーチンによる処理を終了する。このステップ１０４で車両の急制動も検
知されていない場合には、ＥＣＵはミリ波データに基づく衝突監視を繰り返す。
【００５２】
上記ステップ１０２で衝突の可能性がありと予知された場合には、ミリ波センサからの検
出信号に基づいて予知レベルＨｉとすべきか、否かが判断される（Ｓ１０６）。このステ
ップ１０６で予知レベルＨｉとされたときには、第２の張力（強）をプリテンショナ装置
に設定し（Ｓ１０８）、プリテンショナ装置を駆動して本ルーチンによる処理を終了する
。
【００５３】
一方、上記ステップ１０６で予知レベルＨｉとされなかったときには、予知レベルＬｏｗ
と推定して第２の張力（弱）をプリテンショナ装置に設定し（Ｓ１１０）、プリテンショ
ナ装置を駆動して本ルーチンによる処理を終了する。
【００５４】
前述した実施例では、衝突予知を２つの予知レベルとした場合の例を示したがこれに限ら
ず３つ以上としてもよい、またこれに応じてプリテンショナ装置に設定する張力について
３段以上としてもよい。
【００５５】
また、上記実施例では急制動検知部３０による急制動検知は、障害物検出手段１０及び衝
突予知手段２０による衝突予知に対して、プリテンショナ装置２２の張力を設定する補完
的な基準として用いている。しかし、この急制動検知部３０による急制動検知に基づいて
プリテンショナ装置２２がシートベルトを巻き取るように構成すると、簡易な構成で乗員
保護を図れるシートベルト装置とすることもできる。
【００５６】
以上本発明の好ましい実施例について詳述したが、本発明は係る特定の実施形態に限定さ
れるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、種々の
変形・変更が可能である。
【００５７】
【発明の効果】

【図面の簡単な説明】
【図１】実施例のシートベルト装置の概要構成を示したブロック図である。
【図２】本実施例のシートベルト装置に適用できる回路構成例を示した図である
【図３】ＥＣＵが実行するルーチンの一例を示したフローチャートである。
【符号の説明】
１　　　　シートベルト装置
１０　　　障害物検出手段（ミリ波センサ）
２０　　　制御部
２１　　　衝突予知手段（ＥＣＵ）
２２　　　プリテンショナ制御手段（ＥＣＵ）
３０　　　急制動検知手段（急制動検知部）
３１　　　乗員移動検知手段（センサ）
３２　　　車両姿勢検知手段（センサ）
４０　　　プリテンショナ装置
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以上詳述したところから明らかなように、本発明によれば、乗員及び車両の状態を参照し
て確実に車両が急制動状態となっていることを検知でき、これにより、確実に車両の急制
動状態が検知された段階で、シートベルトを巻き取って乗員を保護することができる。



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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